
 

 
 

国海査第８号の２ 
令和６年４月３日 

 
関係団体 各位 

 
 

国土交通省 海事局 
検査測度課長 鈴 木  長 之 

（公印省略） 
 
 

令和５年１２月２７日付け国海査第３１１号「船舶検査の方法の一部改

正について（通知）」の一部訂正について 
 
 
令和５年１２月２７日付け国海査第３１１号の２にて、船舶検査の方法の一部改正

を通知しましたが、同通達の一部を別添のとおり訂正しますので通知します。 



○ 令和５年 12 月 27 日付け国海査第 311 号 新旧対照表 
訂正後 令和５年 12 月 27 日付け国海査第 311 号 備考 

B 編 ～ S 編 （略） B 編 ～ S 編 （略）  
   
附属書 A ～ 附属書 E （略） 附属書 A ～ 附属書 E （略）  
   
附属書 H 附属書 H  
1. ～ 11. （略） 1. ～ 11. （略）  
別記１、別記２ （略） 別記１、別記２ （略）  
別記３ GMDSS 設備サービス・ステーションの施設等の基準 別記３ GMDSS 設備サービス・ステーションの施設等の基準  
1. ～ 3.1 （略） 1. ～ 3.1 （略）  
3.2 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚

型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 
3.2 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚

型衛星利用非常用位置指示無線標識装置 
 

(1) ～ (11) （略） (1) ～ (11) （略）  
なお、(9) ～ (11)は、船舶救命設備規則第 39 条第 2 号に掲げ

る機能を有するものを整備しないサービス・ステーションに

は適用しない。この場合、交付する証明書中、「2. 証明に係る

GMDSS 設備の範囲」に「（船舶救命設備規則第 39 条第 2 号

に掲げる機能を有するものを除く。）」と記載すること。 

なお、(9) ～ (11)は、船舶救命設備規則第 39 条第 2 号に掲げ

る機能を有するものを整備しないサービス・ステーションに

は適用しない。この場合、交付する証明書中、「2. 証明に係る

GMDSS 設備の範囲」に「（船舶救命設規則第 39 条第 2 号に

掲げる機能を有するものを除く。）」と記載すること。 

 
 
 
誤記訂正 

3.3. ～ 6. （略） 3.3. ～ 6. （略）  
別記４ ～ 別記６ （略） 別記４ ～ 別記６ （略）  
   

 

 


